
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号

財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
に
対
す
る
国
有
財
産
の
譲
与
に
関
す
る
法
律

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
経
営
及
び
労
働
の
諸
条
件
の
改
善
の
た
め
の
労
働
科
学
に
関
す
る
研
究
及
び
調
査
に
係
る

事
業
の
発
達
に
資
す
る
た
め
、
財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
（
昭
和
二
十
年
十
一
月
三
十
日
に
財
団
法
人
労
働
科

学
研
究
所
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
い
、
以
下
「
財
団
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て
規

定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
譲
与
）

第
二
条
　
政
府
は
、
財
団
に
対
し
、
財
団
が
行
う
前
条
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
他
の
法
令
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
施
行
の
際
国
有
財
産
台
帳
上
東
京
都
世
田
谷
区
祖
師
谷
二
丁
目
千
二
百
二
十
六
番
地

所
在
の
国
有
財
産
た
る
施
設
並
び
に
当
該
施
設
の
用
に
供
し
、
及
び
当
該
施
設
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
動
産

（
こ
れ
ら
の
施
設
及
び
動
産
の
従
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
譲
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
譲
与
さ
れ
た
財
産
の
指
定
用
途
以
外
の
使
用
等
）

第
三
条
　
財
団
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
譲
与
を
受
け
た
財
産
を
、
文
部
科
学
大
臣
の
許
可
を
得
な
い
で
第
一
条
に

規
定
す
る
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
譲
与
の
所
管
大
臣
は
、
財
団
が
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
、
そ
の
他
譲
与
の
条
件
に
違
反

し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
譲
与
に
係
る
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
二
条
に
規
定
す
る
施
設
及
び
動
産
で
同
条
の
規
定
に
よ
る
譲
与
の
際
現
に
国
が
使
用
し
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
、
当
該
譲
与
後
も
な
お
引
き
続
き
国
が
使
用
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
国
は
、
当
分
の
間
、
引
き
続

き
当
該
財
産
を
無
償
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第

二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
日
法
律
第
五
〇
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
法
律
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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